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総合計画とは

１．総合計画とは

○総合計画とは、南風原町が将来どのような「まち」にしていくかを定めた指針です。

○総合計画は、町における「まちづくりの最も基本となる計画」です。

○総合計画は、まちづくり行政を計画的に進める運営指針です。

○そのため、本町の特性や課題、社会経済情勢の変化などを見極めながら、将来どのようなまち

にしていくのか、そのときの主体や役割、計画の基本的な考え方について、総合的かつ体系的に

取りまとめたものとなっています。

２．第六次総合計画の構成と期間

基本構想

「こんな姿のまちづくりをめざす！」など、南風原町の将来像・大きな目標

をまとめたものです。

期間：10年間 令和９年度～令和１８年度（2027～2036）

基本計画

自治・協働・教育・文化・健康・福祉・産業・雇用・都市基盤・安全・安心・環境

等の分野ごとに何をするのかを具体的にまとめたものです。

期間：前期５年間 令和９年度～令和１３年度（2027～2031）

後期５年間 令和１４年度～令和１８年度（2032～2036）

実施計画

基本計画に基づいて、毎年どのような行動・活動をするか、経費が必要な

場合はいくらか等をまとめたものです。

期間：１期３年間とし、１年ごとにローリングして更新
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